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健康寿命の算出方法

• 健康寿命の算出：、毎年10万人が誕生する状況を仮定し、そこに年齢別の死亡
率および年齢別の「健康・不健康」の割合を与えて、「健康である期間」「不健康
である期間」の期待値を求める（サリバン法）。「健康・不健康」の判断に使用さ
れる基準は主に３種類。

①「日常生活に制限のない期間の平均」は３年ごとに実施される国民生活基礎
調査（大規模調査）の健康票における【あなたは現在、健康上の問題で日常生活
に何か影響がありますか】という質問に対する「ない」との回答を「健康」、「ある」
を「不健康」と定義。

②「自分が健康であると自覚している期間の平均」 は、同調査の【あなたの現
在の健康状態はいかがですか】に対する「よい／まあよい／ふつう」を「健康」、
「あまりよくない／よくない」を「不健康」と定義。

③「日常生活動作が自立している期間の平均」は、介護レセプト等データから
「要介護２以上」を「不健康」、それ以外を「健康」と定義して算出される。
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健康寿命延伸にむけた大分県の取組み

• 市町村別｢お達者年齢」（健康寿命算定方法③）を毎年公表。市町村は人口規
模が小さく、国と同様の調査による「健康寿命」の算出は困難なため、「要介護
２以上の認定を受けていない方」を健康として定義し、５年間平均値を使用。

• ホームページ『めざせ！健康寿命日本一おおいた』。民間企業を巻き込んだプ
ロジェクト。健康寿命を延ばす３つの鍵として「減塩－３ｇ」「野菜摂取３５０ｇ」「歩
数＋１５００歩」を推奨

• 健康アプリ『おおいた歩得』。アプリの利用者は約６万４０００人で、協力している
企業や店舗は３６０以上。１００歩歩くことで、１ポイントもらえて、ポイントがたま
ると、温泉の入浴料割引があったり、飲食店でドリンクサービスされたりといろい
ろ特典

• 野菜摂取量が少ない２０代と３０代に健康的な食事をしてもらうよう『まず野菜、
もっと野菜』プロジェクト。県内のマークのある飲食店が８４店舗あり、野菜や減
塩メニューを積極的に提供して、スタンプラリー

• 高齢者が集まり体操や交流をする「通いの場」が19年時点で県内に2889カ所あ
り、参加率が16・3%で全国1位







要介護認定率と被保険者一人当り給付月額 要介護認定率と介護保険料

要介護認定率が高いと介護保険料は高くなる傾向



単身高齢者割合が多いと要介護認定率も高い傾向。
とくに前期高齢者において強い相関



特定健診受診率（40歳～74歳）が低いと
介護認定率は高い傾向



喫煙率と前期高齢者の要介護認定率には中度の相関がある



健康づくりに取り組んでいる人
の割合の多い日常生活圏域ほど
、要介護1,2の認定を受けてい
る率が低い

r=-.660
p < 0.001

スポーツ・健康づくり取り組み割合と要介護1、2認定率との関連

2014年堺市調査
日常生活圏域別の地域相関分析



健康寿命の延長、介護予防の推進、ここまでのまとめ

•健康寿命測定方法は複数あるが、要介護認定率を低下させることも指
標改善に有効

•要介護認定率を低下させるには、特定健診受診率を上げる、喫煙率を
低下させる、運動・身体活動促進等の生活習慣病予防も重要。

•大分県の取り組みからは、官民あげたキャンペーンや、実態の「見える
化」、運動・身体活動や食生活の改善のための民間事業者（企業）の協
力が有効

•要介護認定率を低下させること（介護予防）は、介護保険料の上昇抑制、
介護保険運営の効率化につながる



地域包括ケアシステム構築に向けた
地域支援事業の見直し・再編（2014年法改正）

◼介護予防・日常生活支援総合事業：全国一律の予防給付のうち訪問介護・
通所介護を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化。介護予防・
生活支援サービス事業）と一般介護予防事業

◼包括的支援事業の拡大

• これまで地域包括支援センターで実施してきた４業務に加えて、

①在宅医療・介護連携の推進

②認知症施策の推進（認知症地域支援推進員、初期集中支援チームなど）

③地域ケア会議の推進

④生活支援の充実・強化（生活支援体制整備事業、生活支援コーディネーター、協議体の
設置）→生活支援・介護予防サービス
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介護予防・日常生活支援総
合事業（新しい総合事業）

介護予防・生活
支援サービス
事業

一般介護予防事業

訪問型サービス
（第１号訪問事業）

通所型サービス
（第１号通所事業）

その他の生活支援サービス
（第１号生活支援事業）

介護予防ケアマネジメント
（第１号介護予防支援事業）

・第１号被保険者の全ての者

・その支援のための活動に関わ
る者

（従来の要支援者）

・要支援認定を受け
た者（要支援者）

・基本チェックリスト
該当者（介護予防・
生活支援サービス
対象事業者）

・現行の訪問
介護相当

・多様な
サービス

・現行の通所
介護相当

・多様な
サービス

②介護予防普及啓発事業

③地域介護予防活動支援事業

④一般介護予防事業評価事業

⑤地域リハビリテーション活動支援事業

①介護予防把握事業

介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）の構成

②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス）

①訪問介護

③訪問型サービスB（住民主体による支援）

④訪問型サービスC（短期集中予防サービス）

⑤訪問型サービスD（移動支援）

①通所介護

②通所型サービスA（緩和した基準によるサービス）

③通所型サービスB（住民主体による支援）

④通所型サービスC（短期集中予防サービス）

①栄養改善を目的とした配食

②住民ボランティア等が行う見守り

③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援
に資する生活支援（訪問型サービス・通所型サービス
の一体的提供等）

※ 上記はサービスの典型例として示しているもの。市町村はこの例を
踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

地域のつながりハート事業
（堺市小地域ネットワーク活動推
進事業）

厚生労働省老健局長『介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン』



地域のつながりハート事業の現状と目標（堺市第７期計画）



類型 概要 想定される実施例

市町村の直接
実施

市町村の職員が直接、要支援者等に支援
を実施

保健師やリハ専門職等が行う
短期集中予防サービス

委託による実施 NPO・民間事業者等に、要支援者等への支
援を委託

NPO・民間事業者等が行う生
活援助やミニデイサービス

指定事業者に
よるサービス提
供

市町村長が指定した事業者が、要支援者
等にサービスを提供した場合にその費用を
支給。現行と同様の仕組み

既存の事業者が行う訪問、通
所の介護予防サービスに相
当するサービス

NPOやボラン
ティア等への補
助

NPOやボタンティア等に、要支援者等への
サービス提供などを条件として、立ち上げ
経費や活動経費を補助（助成）

ボランティア等による生活支
援や通いの場

介護予防・生活支援サービス事業の枠組み

厚生労働省老健局長『介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン』





介護保険制度の地域支援事業

①介護予防・生活支援サービス事業

➢訪問型サービス

➢通所型サービス

➢その他の生活支援サービス

②一般介護予防事業（市町村や地域住民が主体となった体操教室など）

③任意事業（要介護者等を対象とした配食・見守りなど）

生活支援・介護予防サービスの枠組み・分類

介護保険制度外の社会資源

④その他の市町村実施事業（移動支援、宅配、訪問理美容サービス等）

⑤民間市場でのサービス提供

厚生労働省老健局長『介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン』



地域支援事業

新しい総合事業

介護予防・生活支援

サービス事業
一般介護

予防事業
任意事業

包括的支援事業

介護保険制度外の社会資源
市町村行政サービス
市場サービス
住民活動

様々な内容が含まれる「生活支援・介護予防サービス」



厚生労働省老健局長『介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン』



堺市と箕面市の要介護等認定率の推移

堺市では2016年度の21.9％から
2020年度の23.7％まで漸増

箕面市では総合事業を開始した
2016年度に14.2％に低下し、その後
漸増しているが、2019年度には15.6％
と低い水準

箕面市 第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画



箕面市の取り組み：元気・虚弱高齢者を介護予防の観点からリスクを層別化し
各層に対する働きかけを工夫

箕面市 第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画



箕面市の取り組み：介護予防：生活支援サービス事業を多様化するとともに、
一般介護予防を合わせて総合的に展開

箕面市 第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画



まとめ

•介護保険制度を「給付サービス」と「地域支援事業」に区分した場合、地域
支援事業の役割が次第に重要となっている（この傾向はさらに今後も強
化されるであろう）。

•地域支援事業は、保険者（市町村）が、介護・福祉・医療の関係者や地域
住民と共同で、その地域の特性に応じて、創意のもとに作り出していかな
ければならないもの。介護予防や生活支援にとどまらず、高齢者が安心し
て暮らせる「地域づくり」という役割を担っている。

•地域支援事業は、介護保険制度の一部という位置づけであるが、他の社
会資源や費用を動員して、総合的な施策として分野横断的に展開していく
ことが必要となっている。

•行政（保険者）と介護保険関連の事業者、施設、法人は、地域支援事業
の中での役割を検討し、住民とともにその取り組みの強化を図ることが必
要となっている。


